
青少年の指導、育成、保護及び矯正について 

 

１．非行・不良行為の推移（全国）（令和６年度犯罪白書より） 

 （１）少年による刑法犯等 

   少年（２０歳まで）による、刑法犯、危険運転致死傷、過失運転致死傷等の検挙

人員（触法少年（１４歳以下）の補導人員を含む。）の全国的な推移については、１

９８３年（昭和５８年）３１万７，４３８人をピークに減少傾向にあり、２０２１年（令和

３年）に戦後最小を更新した。２０２２年（令和４年）から増加に転じ、２０２３年（令

和５年）は３万４，７６８人であった。 

   不良行為少年の補導人員は、２０２３年（令和５年）は３２万１，６８９人（２００４

年（平成１６年）は約１４０万人）で深夜はいかい５１．６％、喫煙３０．４％の順に多

く約８割を占めている。 
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（２）少年による刑法犯 検挙人員 

２０２３年（令和５年）における刑法犯の検挙人員で、特殊詐欺による少年の検

挙人員については４３１人（前年比４２人（8.9％）減）。 

 



（３）少年による特別法犯検挙人員の罪名別構成比 

（特別法犯とは、刑法犯等以外の罪、（条例、規則違反を含む。） 

 

 

（４）少年による覚醒剤剤取締法違反等 検挙人員の推移 

犯罪少年の覚醒剤取締法違反は、１９８２年（昭和５７年）（２，７５０人）及び１９

９７年（平成９年）（１，５９６人）をピークとする波が見られた後、大きく減少し２０

１５年（平成２７年）からおおむね横ばいであり、２０２３年（令和５年）は１０４人で

あった。また、大麻取締法違反は、１９９４年（平成６年）（297人）をピークとする

波が見られた後、増減を繰り返していたが、２０１４年（平成 26年）から２０２１年

（令和３年）までは増加し続け、２０１５年（平成 27年）以降は薬物犯罪の中で最

多であり、２０２３年（令和５年）は 1,187人（同 303人（34.3％）増）であっ

た。 

 
 



 

（５）暴走族の構成員数・グループ数の推移 

暴走族の構成員数及びグループ数の推移（最近 20年間）は、２００４年（平成

1６年）以降いずれも減少傾向にあるが、２０２３年（令和５年）は少年の構成員数

及びグループ数が増加し、それぞれ 2,285人（前年比 51人増）、111グルー

プ（同 12グループ増）であった。 

 

 

（６）ぐ犯の家庭裁判所終局処理人員・女子比の推移 

（ぐ犯とは、将来罪を犯す恐れがあること。不良少年より将来犯罪につながる恐れが高い） 

２０２３年（令和５年）におけるぐ犯の家庭裁判所終局処理人員（児童福祉法

27条の３に規定する強制的措置許可申請を含み、所在不明等による審判不開

始及び不処分を除く。）は 106人（前年比 33.3％減）、女子比は 42.5％であ

った。なお、令和３年法律第 47号による少年法等の一部改正により、２０２２年

（令和４年）４月以降、年齢満 18歳以上 20歳未満の特定少年に係る保護事件

について、ぐ犯がその対象から除外されたことに留意が必要である。 

 
 



 

（７）不良行為少年補導人員 

（不良行為とは、犯罪、ぐ犯には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己または他人の徳性

を害する行為） 

不良行為少年の令和５年における補導人員は 32万 1,689人（前年比

8.3％増）、人口比は 4,901.2（同 401.2上昇）であった。 

また、令和５年における補導人員を態様別に見ると、深夜徘徊 16万 5,973

人（51.6％）、喫煙９万 7,698人（30.4％）の順に多く、この２態様で補導人員

総数の約８割を占めた（警察庁生活安全局の資料による。）。 

 
（８）少年による家庭内暴力 認知件数の推移 

   認知件数の総数は、２０１２年（平成 24年）から増加し続け、２０２１年（令和３

年）は減少したものの、２０２２年（令和４年）から再び増加し、２０２３年（令和５

年）は 4,744件（前年比 4.2％増）であった。特に、近年、小学生が大きく増加

しており、２０２１年（令和３年）は減少したものの、２０２３年（令和５年）は 975

件（同 10.7％増）であった。 



 

 

（９）いじめに起因する事件 検挙（補導）人員の推移 

   事件数及び検挙（補導）人員は、１９８５年（昭和 60年）に 638件、1,950人

を記録して以降、１９８８年（昭和 63年）の 97件、279人まで大きく減少し、

２０１３年（平成 25年）に１９８９年（平成元年）以降のピーク（410件、724人）

を迎えた後、２０２１年（令和３年）の 139件、198人まで減少したが、２０２３年

（令和５年）は 292件（前年比 65.9％増）、404人（同 81.2％増）と、前年比

でいずれも大きく増加した。 

 

 

 



 

２．県下の少年非行の概要 

別紙のとおり 

  

３．国の動向 

  青少年の非行等について国では、毎年７月を「青少年の被害・非行防止全国

強調月間」と定め、犯罪等の被害から社会全体でこどもを守る機運の醸成を図

ることを目的に実施しています。今年度は、最重点課題を「インターネット利用に

おけるこどもの性被害等の防止」と定め、その他重点課題を、「有害環境対応」

「薬物対策」「不良行為防止」「再非行の防止」「いじめ問題」として定めています。 

 

４．主な指導に関係する藤沢市等の取り組み状況 

（１）学校・警察連絡協議会 

児童・生徒の健全育成に向け、学校と警察が緊密に連携し、非行防止や犯罪被

害の防止を図る。 

（小・中・高校校長、藤沢（北）警察、県警察少年相談センター、中央児童相談所、

保護司会、市、教育委員会） 

（２）藤沢地区社会を明るくする運動 

   犯罪のない明るい社会をみんなで目指す運動。犯罪や非行を犯した人が再び

過ちを犯さないために見守り、犯罪予防や立ち直り支援を実施。 

（保護司会、更生保護女性会、民生委員・児童委員、青少年育成協議会等） 

（３）藤沢市青少年指導員協議会 

   藤沢市長及び神奈川県知事から委嘱を受ける、青少年の健全育成及び非行防

止を図るために活動をしている。 

（４）街頭指導員 

   警察のOBで市の会計年度任用職員として４名配置。平日の日中に市内を巡

回し青少年の指導パトロールを実施。また、地区青少年指導員と連携して合同で

のパトロールを実施。 

（５）特別街頭指導員 

  夜間における深夜外出、飲酒等の問題に対して声掛けを行う。月４～１０回の２

１時から２４時までの間に駅周辺等（藤沢、辻堂、湘南台、江の島）をパトロール。 


